
※※料金の記載のないものは無料※※

本石岡本庁舎　℡ 23-1111 ㈹
〒 315-8640　
　石岡市石岡一丁目 1 番地 1

支八郷総合支所　℡ 43-1111 ㈹
〒 315-0195　
　石岡市柿岡 5680 番地 1

開庁時間：月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※水曜日は午後 7 時まで ( 一部業務のみ）

本

支

対象者：①対象者のうち令和 4 年 4 月
　～令和７年３月末までに１回以上接種した人
②平成 20 年度生まれの女子で上記期間に 1 回以

上接種した人
期間：令和 8 年３月末まで
問石岡保健センター　℡ 24-1386
　八郷保健センター　℡ 43-6655 詳細はこちら▲

子宮頸がん予防ワクチン
キャッチアップ接種の助成期間が延長されます

軽
自
動
車
税
の

減
免
申
請
を
忘
れ
ず
に
！

受
付
期
間 

／
５
月
１
日
木

　
～
6
月
２
日
月（
期
間
後
は
不
可
）

対
象
と
な
る
軽
自
動
車
／ 

①
心
身
に
障
が
い
が
あ
り
、
令
和

７
年
４
月
１
日
時
点
で
障
害

者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け

て
い
る
本
人
ま
た
は
そ
の
家

族
が
所
有
す
る
車
両

※
障
害
の
区
分
や
車
両
の
所
有
状

況
に
よ
り
、
減
免
対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
減
免
を

受
け
ら
れ
る
の
は
、
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人
１
人
に
つ

き
１
台
の
み
で
す
。  

②
身
体
障
が
い
者
の
利
用
に
専
ら

供
す
る
構
造
を
有
す
る
車
両

（
車
い
す
移
動
車
な
ど
）

③
県
の
認
可
を
受
け
た
社
会
福
祉

法
人
な
ど
が
所
有
し
、
公
益
の

た
め
に
直
接
専
用
す
る
車
両

※
５
月
１
日
か
ら
②
③
の
減
免
が

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
申
請

可
能
に
な
り
ま
す
。

必
要
書
類
／
①
～
③
共
通 

・
減
免
申
請
書
（
窓
口
に
ご
用
意

し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
減
免
を

受
け
た
人
に
は
４
月
１
日
以

降
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
） 

・
申
請
車
両
の
令
和
７
年
度
軽
自

動
車
税
納
税
通
知
書
（
届
い
て

い
る
場
合
）

①
②
に
該
当
す
る
場
合

・
運
転
免
許
証 

・
車
検
証
ま
た
は
標
識
交
付
証
明

書
の
写
し

・
障
害
者
手
帳
な
ど
（
①
）

・車
両
の
構
造
が
分
か
る
写
真（
②
）

③
に
該
当
す
る
場
合

・
車
検
証
の
写
し 

・
県
の
指
定
通
知
書
な
ど
の
写
し

申
請
場
所
／
①   

税
務
課

　
②　
市
民
窓
口
課

※
普
通
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け

て
い
る
人
や
、
福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
料
金
の
助
成
を
受
け
て

い
る
人
は
対
象
外
で
す
。

※
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の

人
と
、
車
両
名
義
人
や
運
転
者

が
異
な
る
場
合
に
は
、
生
計
同

一
関
係
申
立
書
が
必
要
で
す
。

問　
税
務
課  

℡ 
23
・
５
５
８
４

本

本

支

身
体
に
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
へ

石
岡
市
身
体
障
害
者

自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
助
成 

対
象
者
／
次
の
①
②
を
満
た
す
人

①
市
内
に
住
所
を
有
し
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
４
級
以
上
の
交
付

を
受
け
て
い
る
人

②
道
路
交
通
法
第
88
条
に
規
定
す

る
運
転
免
許
の
欠
格
事
由
に
該

当
せ
ず
、
同
法
第
99
条
に
定
め

る
指
定
自
動
車
教
習
所
の
自
動

車
教
習
課
程
を
卒
業
し
、
当
該

年
度
内
に
自
動
車
運
転
免
許
を

取
得
す
る
人 

申
請
方
法
／
教
習
所
に
入
学
す
る
前

に
申
請
書
を
提
出
（
令
和
８
年

３
月
31
日
を
期
限
と
し
、
運
転

免
許
を
取
得
で
き
な
い
場
合
な

ど
は
取
り
下
げ
と
な
り
ま
す
）。 

石
岡
市
身
体
障
害
者

自
動
車
改
造
費
助
成 

対
象
者
／
次
の
①
②
を
満
た
す
人

①
市
内
に
住
所
を
有
し
、
自
動
車

を
自
ら
所
有
お
よ
び
運
転
し
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
上
肢
・
下

肢
ま
た
は
体
幹
機
能
障
害
の
１

級
ま
た
は
２
級
に
該
当
す
る
人

②
前
年
の
所
得
税
課
税
所
得
金
額

が
、
当
該
月
の
特
別
障
害
者
手

当
の
所
得
制
限
限
度
額
を
超

え
な
い
人

申
請
方
法
／
自
動
車
を
改
造
す
る

前
に
申
請
書
を
提
出
。

申
請
期
限
／
令
和
８
年
３
月
31
日
火

問
　
社
会
福
祉
課 

　
℡ 
23
・
５
５
６
９

本
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く
ら
し
・
手
続
き

相

談

イ
ベ
ン
ト
・
催
し

講
座
・
教
室

健

康

お
し
ら
せ

令
和
７
年
度

児
童
扶
養
手
当
な
ど
の

手
当
額
が
変
わ
り
ま
す

▼
物
価
変
動
に
応
じ
た
改
定
ル
ー

ル
が
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い

る
手
当
に
つ
い
て
は
、
令
和
６

年
の
物
価
変
動
率
（
＋
2.7
％
）

に
基
づ
き
、
以
下
の
金
額
と
な

り
ま
す
。

①
児
童
扶
養
手
当

（
本
体
額
）

全
部
支
給
／ 

４
万
６
６
９
０
円

一
部
支
給 

／
４
万
６
６
８
０
円

～
１
万
１
０
１
０
円

（
第
２
子
以
降
加
算
額
）

全
部
支
給 

／
１
万
１
０
３
０
円

一
部
支
給 

／
１
万
１
０
２
０
円

～
５
５
２
０
円

本

本

住
宅
・
店
舗
等
リ
フ
ォ
ー
ム

支
援
事
業
費
補
助
金

▼
市
内
に
本
店
が
あ
る
施
工
業
者

を
利
用
し
て
、
自
己
所
有
の

住
宅
お
よ
び
店
舗
な
ど
の
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行
う
人
に
対

し
、
補
助
を
行
い
ま
す
。

※
申
請
前
の
工
事
着
工
は
補
助
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

対
象
者
／

住
宅
：
市
内
の
住
宅
お
よ
び
併
用

住
宅
に
居
住
し
、
か
つ
住
所
を

有
し
て
い
る
人 

店
舗
：
小
規
模
事
業
者
で
す
で
に

市
内
外
で
事
業
を
営
ん
で
い
る

法
人
、
ま
た
は
個
人
事
業
主
で

現
に
実
店
舗
な
ど
で
事
業
を

行
っ
て
い
る
人

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
▼

補
助
金
額
／
補
助
対
象
工
事
費
の

10
分
の
１
に
相
当
す
る
額

（
限
度
額
）
住
宅
：
10
万
円

　
店
舗
：
30
万
円

事
前
相
談
開
始
日
／
４
月
15
日
火

か
ら　
※
予
約
制
で
す
。

申
請
期
間
／
５
月
１
日
木
か
ら

申
請
方
法
／
事
前
相
談
が
必
須
で

す
。
相
談
後
に
必
要
書
類
を
添

え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

問　
商
工
観
光
課

　
℡
23
・
７
７
４
１

本

土
地
や
家
屋
な
ど
の

評
価
額
を
確
認
で
き
ま
す

▼
新
年
度
の
土
地
ま
た
は
家
屋
の

納
税
者
の
方
が
市
内
の
全
て

の
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格

を
縦
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

※
償
却
資
産
は
対
象
外
で
す
。

期
間
／
４
月
１
日
火
～
30
日
水

場
所
／　
税
務
課
（
八
郷
総
合
支

所
で
は
行
い
ま
せ
ん
）

本

本

軽
自
動
車
用
住
所
証
明
書
が

廃
止
さ
れ
ま
す 

▼
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ

ム
が
国
の
標
準
仕
様
に
準
拠
し

た
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
こ
と

に
伴
い
、
４
月
25
日
金
を
も
っ

て
軽
自
動
車
用
住
所
証
明
書
が

廃
止
さ
れ
ま
す
。
今
後
は
住
民

票
の
写
し
や
住
民
票
記
載
事
項

証
明
書
（
１
通
３
０
０
円
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
本
人
以
外
が
窓
口
で
住

民
票
の
写
し
や
住
民
票
記
載

事
項
証
明
書
を
申
請
す
る
場

合
、
委
任
状
の
ほ
か
、
委
任
者

と
代
理
人
双
方
の
本
人
確
認

書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問　
市
民
課

　
℡
23
・
７
３
０
７

本

②
特
別
児
童
扶
養
手
当 

１
級
／ 

５
万
６
８
０
０
円 

２
級
／ 

３
万
７
８
３
０
円

③
特
別
障
害
者
手
当 

　
／
２
万
９
５
９
０
円

④
障
害
児
福
祉
手
当 

／
１
万
６
１
０
０
円

問
①　
こ
ど
も
未
来
課 

　
℡
23
・
７
３
３
１

　
②
～
④　
社
会
福
祉
課 

　
℡
23
・
５
５
６
９

対
象
者
／

①
固
定
資
産
税
（
土
地
・
家
屋
）

の
納
税
者

②
納
税
者
か
ら
の
委
任
状
に
よ
り

委
任
を
受
け
た
代
理
人

持
ち
物
／
本
人
確
認
が
で
き
る
運

転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
な
ど

注
意
事
項
／
コ
ピ
ー
不
可

問　
税
務
課
（
資
産
税
担
当
）

　
℡
23
・
７
２
９
５
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